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ポインセチア

相続税の課税方式には、遺産の総額に対して課税する遺産課税方式と個々の相続人が相続
した遺産に対して課税する遺産取得課税方式があります。わが国の課税方式は、両方式を折
衷したような、法定相続分を考慮した遺産取得課税方式になっていますが、来年度税制改正
で見直される予定です。

相続税の課税方式

国　税／給与所得者の年末調整

今年最後の給与を支払う時

国　税／給与所得者の扶養控除等（異動）申告書

及び保険料控除申告書の提出

今年最後の給与を支払う前日

国　税／11月分源泉所得税の納付 12月10日

国　税／10月決算法人の確定申告

（法人税・消費税等） 1月5日

国　税／4月決算法人の中間申告 1月5日

国　税／1月、4月、7月決算法人の消費税の中間申告

（年3回の場合） 1月5日

地方税／固定資産税・都市計画税（第3期分）の納付

市町村の条例で定める日

労　務／健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支

払届 支払後5日以内

（師走）December

23日・天皇誕生日12月
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日 月 火 水 木 金 土

・ 1 2 3 4 5 6
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28 29 30 31 ・ ・ ・

◆ 12月の税務と労務
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本
年
も
「
年
末
調
整
」
の
時
期
に
な

り
ま
し
た
。

年
末
調
整
は
、
給
与
の
支
払
者
が
給

与
の
支
払
い
を
受
け
る
一
人
一
人
に
つ

い
て
、
毎
月
の
給
与
や
賞
与
な
ど
の
支

払
い
の
際
に
源
泉
徴
収
し
た
税
額
と
、

そ
の
年
の
給
与
の
総
額
に
つ
い
て
納
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
税
額
（
年
税
額
）

と
を
比
べ
て
、
過
不
足
を
精
算
す
る
も

の
で
す
。

１
　
年
末
調
整
の
対
象
者

年
末
調
整
の
主
な
対
象
者
は
、
表
１

の
と
お
り
で
す
。

な
お
、「
給
与
所
得
者
の
扶
養
控
除
等

（
異
動
）
申
告
書
」
の
提
出
が
前
提
と
な

り
ま
す
の
で
、
必
ず
提
出
し
て
も
ら
う

必
要
が
あ
り
ま
す
。

２
　
実
務
で
迷
う
ケ
ー
ス
Ｑ
＆
Ａ

Ｑ
■当

社
の
給
与
規
程
で
は
、
末
日
締
め

の
翌
月
十
日
払
い
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
場
合
、
一
月
十
日
に
支
払

う
十
二
月
分
の
給
与
は
、
年
末
調
整
の

対
象
に
含
ま
れ
る
の
で
す
か
。

Ａ
■年

末
調
整
は
、
本
年
中
に
支
払
い
の

確
定
し
た
給
与
、
す
な
わ
ち
給
与
の
支

払
い
を
受
け
る
人
か
ら
見
れ
ば
収
入
の

確
定
し
た
給
与
の
税
額
に
つ
い
て
行
い

ま
す
。

こ
の
場
合
の
収
入
の
確
定
す
る
日

（
収
入
す
べ
き
時
期
）
と
は
、
契
約
又
は

慣
習
に
よ
り
支
給
日
が
定
め
ら
れ
て
い

る
給
与
に
つ
い
て
は
「
そ
の
支
給
日
」、

支
給
日
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
給
与
に

つ
い
て
は
「
そ
の
支
給
を
受
け
た
日
」

を
い
い
ま
す
。

本
ケ
ー
ス
の
場
合
、
給
与
規
程
で
定

め
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
一
月
十
日
に

支
給
さ
れ
る
給
与
は
、
同
日
が
収
入
の

確
定
す
る
日
で
あ
り
、
本
年
分
の
年
末

調
整
の
対
象
と
は
な
り
ま
せ
ん
。

Ｑ
■親

族
等
が
契
約
者
と
な
っ
て
い
る
生

命
保
険
契
約
等
の
保
険
料
又
は
掛
金
に

つ
い
て
、
生
命
保
険
料
控
除
の
対
象
と

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
。

Ａ
■控

除
の
対
象
と
な
る
生
命
保
険
料
控

除
は
、
給
与
の
支
払
を
受
け
て
い
る
人

自
身
が
締
結
し
た
生
命
保
険
契
約
等
の

保
険
料
又
は
掛
金
だ
け
に
限
ら
ず
、
給

与
の
支
払
を
受
け
る
人
の
配
偶
者
や
親

族
が
締
結
し
た
保
険
料
又
は
掛
金
で
あ

っ
て
も
、
給
与
の
支
払
い
を
受
け
る
人

が
そ
の
生
命
保
険
料
を
支
払
っ
た
こ
と

が
明
ら
か
で
あ
れ
ば
、
控
除
の
対
象
と

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

表1　年末調整対象者の選別（主な例） 

年末調整の対象となる人 年末調整の対象とならない人 

次のいずれかに該当する人 
 
　a　1年を通じて勤務している人 
　s　年の中途で就職し、年末まで勤務している人 
　d　年の中途で退職した人のうち、次の人 
①　死亡により退職した人 
②　著しい心身の障害のため退職した人で、その退
職の時期からみて、本年中に再就職ができないと
認められる人 

次のいずれかに該当する人 
 
　a　左欄に掲げる人のうち、本年中の主たる給与の収入

金額が2,000万円を超える人 
　s　2カ所以上から給与の支払いを受けている人で、他の
給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等 （異動）申
告書」を提出している人や、年末調整を行うときまでに「給
与所得者の扶養控除等（異動）申告書」を提出していな
い人（月額表又は日額表の乙欄適用者） 
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表2　所得控除額一覧表 

【社会保険料控除額】 
　支払った又は給与から控除された社会保険料の合計額 

【小規模企業共済等掛金控除額】 
　中小企業基盤整備機構に支払った共済掛金（旧第二種共済掛金は生命保険料控除の対象）、確定拠出年金法の 
規定により国民年金基金連合会が実施する個人型年金の加入者掛金、地方公共団体が実施する心身障害者扶養 
共済掛金との合算額 

【地震保険料控除額】 
 

【生命保険料控除額】 
次の①と②の合計額（最高10万円） 
①　一般の生命保険料（②の個人年金保険料を除く）を支払った場合 
　イ　25,000円までの場合 支払保険料の全額 
　ロ　25,000円を超え50,000円までの場合 支払保険料×1/2＋12,500円 
　ハ　50,000円を超え100,000円までの場合 支払保険料×1/4＋25,000円 
　ニ　100,000円を超える場合 50,000円 
②　個人年金保険料（疾病等特約部分を除きます）を支払った場合 
　　上記①のイ～ニの区分に応ずる算式により計算した金額 

地震保険料の額（最高50,000円） 

旧長期損害保険契約の支払保険料 
①10,000円までの場合……支払保険料の全額 
②10,000円を超える場合 
 ……支払保険料×1/2＋5,000円 
 　　（最高15,000円） （　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） ＋ 

※地震保険と旧長期損害保険の両方の控除額がある場合は、その合計額（最高50,000円） 

障害者控除額 

配
偶
者
控
除
額 

扶
養
控
除
額 

寡婦（寡夫）控除額 

勤労学生控除額 

配偶者特別控除額 

基礎控除額 

障害者1人につき……270,000円　特別障害者1人につき……400,000円 

270,000円（特定の寡婦は、350,000円） 

270,000円 

原則として配偶者の給与収入が 
103万円超141万円未満の人が 
対象になる 

380,000円 

一般の 
扶養親族 

同居老親等 
以外の者 

同居老親等 

特定扶養親族 

一般の控除 
対象配偶者 

老人控除 
対象配偶者 

同居特別障害 
者である人 左記以外の人 

730,000円 

830,000円 

380,000円 

480,000円 

同居特別障害 
者である人 
（各１人につき） 

左記以外の人 
（各１人につき） 

730,000円 

980,000円 

830,000円 

930,000円 

380,000円 

630,000円 

480,000円 

580,000円 

老
人
扶
養
親
族 

※　控除対象配偶者、扶養親族……生計を一にする

配偶者その他の親族、都道府県知事から養育を委

託された児童（いわゆる里子）及び養護老人のう

ち、所得金額の合計額（繰越損失控除前）が38万

円以下の者（青色事業専従者又は白色事業専従者

とされる者を除く）。 

 

※　特定扶養親族……扶養親族のうち、昭和61年１

月２日から平成５年１月１日までの間に生まれた

者（年齢16歳以上23歳未満の者）。 

 

※　老人控除対象配偶者、老人扶養親族……昭和14

年１月１日以前生まれ（年齢70歳以上）の控除対

象配偶者、扶養親族。 

 

※　同居特別障害者……控除対象配偶者や扶養親族

が、特別障害者に該当し、かつ、その者が納税者

又は納税者と生計を一にする親族のいずれかと同

居を常況としている者。 

 

※　同居老親等……老人扶養親族のうち、所得者又

はその配偶者の直系尊属で、所得者又はその配偶

者のいずれかと同居を常況としている者。 
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当社は９月決算の株式会社です

が、平成20年９月15日開催の臨時

株主総会の決議により解散いたしま

した。

この場合、解散後の法人税の申告はどのよ

うにすればよいのでしょうか？

なお、清算結了は平成21年12月を想定して

います。

法人が事業年度の中途において解

散した場合には、その事業年度開始

の日から解散の日までを１事業年

度、解散の日の翌日からその事業年度終了の

日までを１事業年度とみなすこととされてい

ます。

ここで事業年度とは、会計期間で法令で定

めるもの又は法人の定款等に定めるものをい

い、通常の会計期間である場合の事業年度終

了の日は決算日となります。ただし、株式会

社が株主総会の決議により解散した後の清算

中の期間である場合は、解散の日の翌日から

１年ごとに区切った各期間が会計期間となり、

この場合の事業年度終了の日はその会計期間

の末日となります。

なお、清算中の株式会社の残余財産が事業

年度の中途において確定した場合には、その

事業年度開始の日から残余財産の確定の日ま

での期間を１事業年度とみなします。

従って、貴社の残余財産が確定した日が仮

に平成21年12月25日であるとした場合には、

事業年度は次のようになり、それぞれの事業

年度の確定申告等を原則としてそれぞれの期

限までに行うこととなります。

平成19年10月１日～平成20年９月15日（解

散事業年度の確定申告）…平成20年11月15日

平成20年９月16日～平成21年９月15日（清

算事業年度予納申告）…平成21年11月15日

平成21年９月16日～平成21年12月25日（清

算確定申告）…平成22年１月25日

法人の解散後における
事業年度と申告

私
は
、
Ｙ
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ

ブ
の
ゴ
ル
フ
会
員
権
（
預
託
金

方
式
）
を
平
成
二
年
に
二
〇
〇
万
円
で

購
入
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
平
成
十
八

年
に
一
八
ホ
ー
ル
増
設
に
伴
い
三
〇
〇

万
円
の
追
加
保
証
金
を
支
払
い
ま
し

た
。
本
年
八
月
に
こ
の
ゴ
ル
フ
会
員
権

を
六
〇
〇
万
円
で
譲
渡
し
ま
し
た
が
、

追
加
保
証
金
と
し
て
支
払
っ
た
部
分
に

つ
い
て
は
短
期
譲
渡
所
得
と
な
る
の
で

し
ょ
う
か
？

ご
質
問
の
追
加
保
証
金
は
、

コ
ー
ス
の
増
設
に
伴
い
支
払
わ

れ
た
も
の
で
あ
っ
て
資
産
価
値
を
増
加

さ
せ
る
資
本
的
支
出
に
類
似
す
る
も
の

と
考
え
ら
れ
、
新
た
な
会
員
権
を
取
得

す
る
た
め
に
支
払
わ
れ
た
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
従
っ
て
、
二
〇
〇
万
円
と

三
〇
〇
万
円
に
相
当
す
る
部
分
を
区
分

し
て
所
有
期
間
を
判
定
す
る
必
要
は
な

く
、
す
べ
て
が
長
期
譲
渡
所
得
（
総
合
）

に
該
当
し
ま
す
。

当社は得意先Ａ社の売掛金を回収
するにあたり、同社がＢ社から受け

取ったＢ社振出しの約束手形の裏書譲渡を受
けています。先月、Ｂ社は不渡りを出し、倒
産しました。そこで当社の保有するＢ社振出
しの約束手形について個別評価金銭債権とし
て貸倒引当金を設定することができるのでし
ょうか？

ご質問の場合、受取った裏書手形
は当然不渡りになりますが、Ａ社に

対する既存債権の支払いに代えてＢ社振出し
の手形を受取る旨の特約が付されている場合
を除き、その売掛金に係る本来の債務者であ
るＡ社に対して弁済するよう請求することが
できます。
従って、Ａ社が倒産しない限り、その売掛

金そのものが回収不能に陥るわけではありま
せんから、個別評価金銭債権としての貸倒引
当金の計上はできません。

裏書手形の振出人が
倒産した場合の貸倒引当金

Q

A

問

答

ゴ
ル
フ
会
員
権
の
所
有
期
間
の
判
定




